
14広報おおいそ　令和　年　月

10
月
１
日
は「
浄
化
槽
の
日
」

10
月
１
日
か
ら

７
日
ま
で
は

�

「
公
証
週
間
」
で
す

未
来
へ
の
約
束
を
、
公
正
証

書
が
守
り
ま
す

遺
言
・
任
意
後
見
・
信
託
・

各
種
契
約

行
政
相
談
週
間
が

�

始
ま
り
ま
す
！

大
磯
町
長
選
挙

　
立
候
補
予
定
者

�

事
前
説
明
会
の
お
知
ら
せ

～
浄
化
槽
の
法
定
検
査
・

�

保
守
点
検
・
清
掃
を
忘
れ
ず
に
～

　
河
川
や
海
な
ど
の
水
質
汚
染
は
、

一
般
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
に
よ
る

汚
れ
が
、
大
き
な
原
因
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
下
水
道
が
供
用
さ
れ
て
い

な
い
地
域
に
お
い
て
は
合
併
処
理
浄

化
槽
が
、
そ
の
対
策
と
し
て
最
も
効

果
的
で
す
。

　
浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
を
利

用
す
る
た
め
、
微
生
物
が
活
動
し
や

す
い
環
境
を
保
つ
た
め
に
、
適
切
に

維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
浄
化
槽
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
、
①
法
定
検
査
・
②
保
守
点
検
・

③
清
掃
を
忘
れ
ず
に
行
い
、
き
れ
い

な
水
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
、
次
の
機
関
へ
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を

�

ご
検
討
く
だ
さ
い

　
単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
以

外
の
生
活
雑
排
水
は
処
理
さ
れ
ず
に

排
出
さ
れ
ま
す
。
水
質
汚
濁
の
代
表

的
な
指
標
Ｂ
Ｏ
Ｄ
（
生
物
化
学
的
酸

素
要
求
量
）
の
排
出
量
で
比
較
す
る

と
、
単
独
処
理
浄
化
槽
は
合
併
処
理

浄
化
槽
に
比
べ
て
、
８
倍
も
汚
れ
た

水
を
排
出
し
て
い
る
と
の
報
告
（
環

境
省
広
報
）
も
あ
り
、
合
併
処
理
浄

化
槽
へ
の
転
換
は
、
河
川
や
海
の
水

質
改
善
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
て

い
る
方
は
、
ぜ
ひ
合
併
処
理
浄
化
槽

へ
の
転
換
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
の

�

補
助
制
度
が
あ
り
ま
す

　
下
水
道
事
業
計
画
区
域
以
外
の
地

域
に
お
住
ま
い
の
方
を
対
象
と
し
て
、

く
み
取
り
便
槽
や
単
独
処
理
浄
化
槽

か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
に

要
す
る
費
用
を
一
部
助
成
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
住
居
の
新
築
に
伴
う
場
合
、
販
売

ま
た
は
賃
貸
目
的
の
建
物
に
設
置
替

え
す
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
環
境
課
ま
で
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

問
環
境
課
・
美
化
セ
ン
タ
ー

　
☎
（
72
）
４
４
３
８

　
公
証
制
度
と
は
、
契
約
や
遺
言
の

際
に
、
法
務
大
臣
の
任
命
し
た
公
証

人
が
公
文
書
で
あ
る
公
正
証
書
を
作

成
し
、
後
日
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
と
取

引
の
安
全
や
遺
言
の
完
全
な
実
現
を

図
る
も
の
で
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
各
公
証
役
場
で

行
っ
て
い
ま
す
。

県
内
公
証
役
場
一
覧

　
https://houm

ukyoku.m
oj.

go.jp/yokoham
a/table/

kousyou/all.htm
l

問
横
浜
地
方
法
務
局

　
☎
０
４
５（
６
４
１
）７
４
６
１（
代
）

　
町
民
課

　
☎
内
線
２
７
２

　
10
月
17
日
（
月
）
～
23
日
（
日
）

は
、
行
政
相
談
週
間
で
す
。

　
行
政
相
談
で
は
主
に
、
国
の
行
政

機
関
の
業
務
の
ほ
か
、
特
殊
法
人
、

独
立
行
政
法
人
、
国
の
補
助
に
係
る

業
務
、
国
か
ら
県
や
市
町
村
に
法
定

受
託
し
て
い
る
業
務
に
つ
い
て
の
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
苦
情
・
相
談
・
要
望
等
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
行
政
相
談
を
と
お
し
て

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

〇�

行
政
相
談
週
間
に
合
わ
せ
て
、
特

設
行
政
相
談
を
実
施
し
ま
す

▼�

と
き　
10
月
17
日
（
月
）
10
時
～

正
午
ま
で

▼
と
こ
ろ　
国
府
支
所
２
階
会
議
室 

※
予
約
制
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
状
況
に
よ
り
、
実
施
を
見
合

わ
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
毎
月
の
相
談
日
に
つ
い
て
は
、
19

ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

問
町
民
課　
☎
内
線
２
３
７

　
11
月
27
日
（
日
）
執
行
の
大
磯
町

長
選
挙
に
立
候
補
を
予
定
さ
れ
て
い

る
方
を
対
象
に
、
次
の
と
お
り
事
前

説
明
会
等
を
行
い
ま
す
。

　
立
候
補
の
届
出
に
必
要
な
書
類
等

を
配
布
し
ま
す
の
で
、
必
ず
出
席
し

て
く
だ
さ
い
。

【
事
前
説
明
会
】

▼
と
き　
10
月
17
日
（
月
）

　
　
　
　
13
時
30
分
～ 

※ 

出
席
で
き
る
人
数
は
、
立
候
補
予

定
者
（
代
理
人
で
も
可
）
を
含
め

て
２
名
ま
で
と
し
ま
す
。

▼�

と
こ
ろ　
本
庁
舎
４
階
第
１
会
議
室

【
事
前
相
談
】

▼
と
き　
11
月
２
日
（
水
）

　
　
　
　
９
時
～
16
時

▼�

と
こ
ろ　
本
庁
舎
４
階
第
１
会
議
室

【
事
前
審
査
】

▼
と
き　
11
月
11
日
（
金
）

　
　
　
　
９
時
～
16
時

▼�

と
こ
ろ　
本
庁
舎
４
階
第
１
会
議
室

【
告
示
日
・
立
候
補
届
出
日
】

▼
と
き　
11
月
22
日
（
火
）

　
　
　
　
８
時
30
分
～
17
時

▼�

と
こ
ろ　
本
庁
舎
４
階
第
２
委
員

会
室

問
選
挙
管
理
委
員
会

　
☎
内
線
２
２
８

内　　容 問合せ先

①法定検査 （一社）神奈川県保健協会
☎（73）0511

②保守点検
平塚保健福祉事務所
環境衛生課
☎（32）0130

③清　　掃 清掃業者


